
予算執行時の注意点

下記は最後の事業終了後、速やかに提出する書類です。

（１）Ａ～Ｆの金額にマイナスがあっても『可』としますが、Ｚの金額が必ず０円以上でなければ
いけません。また、Ｙの金額も０円以上である必要があります。

（２）講師謝金は年度当初の計画通りに執行してください。計画の変更が必要な場合は、高文連事
務局の了承を取ってください。

（３）年度途中で、『運営費』と『謝金』の間で予算の移動はできません。
（４）運営費の残金を使用して、予定外の講師を招聘してはいけません。
（５）最後の事業終了後に、全ての残金を返納していただきます。

全ての残金とは、『Ｚの金額＋雑収入』になります。
（６）雑収入とは、預金利息と前年度に収めた予約金の返金等が該当し、雑収入のみの報告書の様

式が別にあります。


